
石 川 県 珠 洲 市 補 正 予 算 書

令 和 ５ 年 ９ 月

令 和 ５ 年 度



（単位：千円）

補 正 前 の 額 補  正  額 計

15,886,289   　 1,190,881 17,077,170   

1,737,287    　 － 1,737,287    

2,822,630    　 96,497 2,919,127    

335,106      　 － 335,106      

25,921       － 25,921       

4,920,944    　 96,497 5,017,441    

4,852,074    　 37,796 4,889,870    

1,141,075    　 62,216 1,203,291    

1,758,695    　 8,600 1,767,295    

7,751,844    　 108,612 7,860,456    

28,559,077   　 1,395,990 29,955,067   

令 和 ５ 年 度 珠 洲 市 補 正 予 算 一 覧 表

会　　計    名

一 般 会 計

特

別

会

計

国 民 健 康 保 険

介 護 保 険

後 期 高 齢 者 医 療

賃 貸 住 宅 事 業

小      計

企

業

会

計

病 院 事 業

水 道 事 業

下 水 道 事 業

小      計

合        計



一 般 会 計



議案第６２号

　令和５年度珠洲市の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

　（地方債の補正）

令和５年９月５日提出

珠洲市長　泉谷　満寿裕

－ 1 －

第２条　地方債の追加及び変更は、「第２表　地方債補正」による。

令和５年度珠洲市一般会計補正予算（第５号）

　の総額を歳入歳出それぞれ１７，０７７，１７０千円と定める。

　は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，１９０，８８１千円を追加し、歳入歳出予算

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額



70,594

2,201,285

1,049,702

8,030

902,879

170,165

1,053,639

372,804

173,307 2,374,592

170,000 165

8,130

  1 県負担金

8,034

4 8,134

170,000

328,084

4

1,317,860

303,727 1,206,606

301,539 674,343

  1 使用料

107,868 △4

  1 地方交付税 5,550,000 224,556

70,598 △4

 15 県支出金

 13 使用料及び手数料

 16 財産収入

  1 財産運用収入

  2 国庫補助金

 10 地方交付税 5,550,000 224,556

款 項 補正前の額 補正額

第１表　　　　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

歳　入
（単位：千円）

190,416

107,864

計

5,191

170,165

165

190,415

5,774,556

5,774,556

1 190,415

3,069,259

3,058,293  1 基金繰入金

134,829

  1 国庫負担金

  1 寄附金

190,416

3,063,484

 18 繰入金

1

 17 寄附金

420

 14 国庫支出金

1,148,490 169,370

3,937

 19 繰越金

3,064,068

  1 繰越金

128,198

  2 県補助金 325,896 2,188

 20 諸収入

5,191

134,409

  4 雑入 127,778 420

 21 市債 1,837,100 293,100 2,130,200

－ 2 －



（単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

  1 市債 1,837,100 293,100 2,130,200

　　歳　　入　　合　　計　　 15,886,289 1,190,881 17,077,170

－ 3 －



  4 衛生費

  5 災害ごみ処理費 1,123,442 300,000

  2 清掃費

201,443

款 項 補正前の額 補正額 計

  1 総務管理費 1,582,842 258,439 1,841,281

  2 総務費 1,835,844 259,904

歳　出
（単位：千円）

  3 民生費 3,288,839 476,834 3,765,673

2,095,748

  2 児童福祉費 604,287 1,371 605,658

  3 戸籍住民基本台帳費 75,384 1,465 76,849

  5 災害救助費 856,800 453,462 1,310,262

  1 社会福祉費 1,654,330 10,291 1,664,621

999,979 1,241 1,001,220

169,567 11,710 181,277

13,700 215,143  3 水道費

1,423,442

3,320,278 314,941 3,635,219

  6 農林水産業費 402,465 9,903 412,368

  1 農業費 274,410 8,156 282,566

  2 林業費 88,545 1,747 90,292

  7 商工費 711,997 23,621 735,618

  1 商工費 711,997 23,621 735,618

  8 土木費 1,406,256 53,239 1,459,495

  2 道路橋りょう費 638,663 38,150 676,813

  5 都市計画費 596,634 2,359 598,993

  3 生活保護費

－ 4 －

  6 住宅費 60,732 12,730 73,462



（単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

 10 教育費 835,119 1,476 836,595

  1 教育総務費 116,179 54 116,233

  2 小学校費 161,308 966 162,274

  3 中学校費 145,805 456 146,261

 11 災害復旧費 1,674,496 50,963 1,725,459

  1 公共土木施設災害復旧費 791,000 0 791,000

  3 教育施設災害復旧費 235,000 0 235,000

  4 その他施設災害復旧費 344,496 50,963 395,459

　　歳　　出　　合　　計　　 15,886,289 1,190,881 17,077,170

－ 5 －



第２表

１ 追　加
（単位：千円）

２　変　更
（単位：千円）

－ 6 －

地 方 債 補 正

起 債 の 目 的

令和5年災害復旧事業費
（観光施設）

18,000

限 度 額 起債の方法

補　　正　　前

方法　 方法　

県営ほ場整備事業費負担金

利 率 償 還 の 方 法

庁舎改修工事費 249,000 普通貸借

又は

証券発行

5.0％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
資金につい
て、利率の見
直しを行った
後において
は、当該見直
し後の利率）

　借入先の融資条件による。
　ただし、市財政その他の都
合により据置期間及び償還期
限を短縮し、もしくは繰上償
還又は低利に借換することが
できる。令和5年災害復旧事業費

（消防施設）
7,500

補　　正　　後

起 債 の 目 的
限度額

起債の
利　率

償還の
限度額

起債の
利　率

償還の

方法　 方法　

歴史民俗文化交流施設管理費 22,000

省略

27,000

省略

水道事業会計出資金 17,300 31,000

20,000

27,800

22,200

臨時財政対策債 35,400 29,000

令和5年災害復旧事業費
（産業振興施設）

44,700 57,000



介 護 保 険 特 別 会 計



議案第６３号

　（歳入歳出予算の補正）

令和５年９月５日提出

珠洲市長　泉谷　満寿裕

－ 7 －

令和５年度珠洲市介護保険特別会計補正予算（第１号）

　令和５年度珠洲市の介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９６，４９７千円を追加し、歳入歳出予算の総額

　を歳入歳出それぞれ２，９１９，１２７千円と定める。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

　は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。



293,417 △69 293,348

補正前の額 補正額 計

第１表　　　　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

歳　入
（単位：千円）

款 項

19,744 △34 19,710

  3 国庫支出金 755,004 △69 754,935

  2 国庫補助金

△18 434,746

  5 県支出金 416,022 △34 415,988

  2 県補助金

35,354

96,662

　　歳　　入　　合　　計　　 2,822,630

  7 繰入金 470,161 △61 470,100

434,764

款 項 補正前の額 補正額 計

  1 繰越金 1 96,661

96,497

  2 保険給付費 2,779,268 △163 2,779,105

  3 地域支援事業費 139,686 △163 139,523

806 96,660 97,466

  1 償還金及び還付加算金 806 96,660 97,466

  1 一般会計繰入金

  8 繰越金 1 96,661 96,662

  2 基金繰入金 35,397 △43

2,919,127

歳　出
（単位：千円）

　　歳　　出　　合　　計　　 2,822,630 96,497 2,919,127

  4 諸支出金

－ 8 －



病 院 事 業 会 計



議案第６４号

（総　　則）

第１条　令和５年度珠洲市病院事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第２条　令和５年度珠洲市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び支出の

　予定額を次のとおり補正する。

（　　計　　）

第１款 千円 千円 千円

　第２項 千円 千円 千円

　第３項 千円 千円 千円

第２款 千円 千円 千円

　第３項 千円 千円 千円

第１款 千円 千円 千円

　第１項 千円 千円 千円

　第２項 千円 千円 千円

　第３項 千円 千円 千円

第２款 千円 千円 千円

　第３項 千円 千円 千円

（資本的収入及び支出）

（　　計　　）

第１款 千円 千円 千円

　第１項 千円 千円 千円

令和５年度珠洲市病院事業会計補正予算（第１号）

（ 科 目 ） （既決予定額） （補正予定額）

収 入

病 院 事 業 収 益 ４,０３２,８５３ ２３,７４１ ４,０５６,５９４

医 業 外 収 益 ５２０,７８１ ２１,５９８ ５４２,３７９

特 別 利 益 ２ ２,１４３ ２,１４５

診 療 所 事 業 収 益 ２,２５５ １３ ２,２６８

大谷診療所特別利益 １ １３ １４

支 出

病 院 事 業 費 用 ４,１５７,２７１ ３７,７８８ ４,１９５,０５９

医 業 費 用 ３,９６９,１４４ ３０,６３５ ３,９９９,７７９

医 業 外 費 用 １８８,１２６ １,８００ １８９,９２６

特 別 損 失 １ ５,３５３ ５,３５４

診 療 所 事 業 費 用 ３,０６３ ８ ３,０７１

大谷診療所特別損失 １ ８ ９

第３条　予算第４条本文括弧書中「１９３，８４５千円」を「１６３，２４５千円」に改め、資本的収入及び

　支出の予定額を次のとおり補正する。

（ 科 目 ） （既決予定額） （補正予定額）

収 入

病 院 事 業 資 本 的 収入 ４９７,８９５ ３０,６００ ５２８,４９５

企 業 債 １４７,７００ ３０,６００ １７８,３００

－ 9 －



（企業債）

第４条　予算第５条に定めた企業債を次のとおり改める。

追　加 （単位：千円）

令和５年９月５日提出

珠洲市長 泉 谷 満 寿 裕

－ 10 －

　　借入先の融資条件による。

　ただし、企業財政その他の都合

　により据置期間及び償還期限を

　短縮し、もしくは繰上償還又は

　低利に借換することができる。

（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる資金につい
て、利率の見直し
を行った後におい
ては、当該見直し
後の利率）

災害復旧事業債 ３０,６００

普通貸借

又は

証券発行

5.0％
以 内

起債の目的 限　度　額 起債の方法 利　率 償　還　の　方　法



水 道 事 業 会 計



議案第６５号

（総　　則）

第１条　令和５年度珠洲市水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第２条　令和５年度珠洲市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び支出の

　予定額を次のとおり補正する。

（　　計　　）

第１款 千円 千円 千円

　第１項 千円 千円 千円

（資本的収入及び支出）

（　　計　　）

第１款 千円 千円 千円

　第１項 千円 千円 千円

　第２項 千円 千円 千円

　第３項 千円 千円 千円

第１款 千円 千円 千円

　第１項 千円 千円 千円

（企業債）

第４条　予算第５条に定めた企業債を次のとおり改める。

１追　加 （単位：千円）

令和５年度珠洲市水道事業会計補正予算（第２号）

（ 科 目 ） （既決予定額） （補正予定額）

支 出

上 水 道 事 業 費 用 ６１６,３１９ ３,１３６ ６１９,４５５

上 水 道 営 業 費 用 ５８２,０５０ ３,１３６ ５８５,１８６

第３条　予算第４条本文括弧書中「３５２，１０４千円」を「３２５，４６４千円」に改め、資本的収入

　及び支出の予定額を次のとおり補正する。

５０,４００

（ 科 目 ） （既決予定額） （補正予定額）

１３,７００ ８９,０３９

収 入

上水道事業資本的収入 １７２,６５２ ８５,７２０ ２５８,３７２

企 業 債 １７,３００ ３３,１００

支 出

補 助 金 ３３,１００ ３８,９２０ ７２,０２０

出 資 金 ７５,３３９

起債の目的

上水道事業資本的支出 ５２４,７５６ ５９,０８０ ５８３,８３６

上 水 道 建 設 改 良 費 ２９５,５２８ ５９,０８０ ３５４,６０８

起債の方法 利　率 償　還　の　方　法

災害復旧事業

－ 11 －

限　度　額

１９,４００

普通貸借

又は

証券発行

5.0％
以 内

　　借入先の融資条件による。

　ただし、企業財政その他の都合

　により据置期間及び償還期限を

　短縮し、もしくは繰上償還又は

　低利に借換することができる。

（ただし、利率見直し方
式で借り入れる資金につ
いて、利率の見直しを
行った後においては、当
該見直し後の利率）



２変　更

－ 12 －

令和５年９月５日提出

珠洲市長 泉 谷 満 寿 裕

限度額 起債の方法 利率 償還の方法

水 道 管 路
緊急改善事業

１７,３００ 省　　略 ３１,０００ 省　　略

（単位：千円）

起債の目的
補正前 補正後

限度額 起債の方法 利率 償還の方法



下 水 道 事 業 会 計



議案第６６号

（総　　則）

第１条　令和５年度珠洲市下水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第２条　令和５年度珠洲市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び支出の

　予定額を次のとおり補正する。

（　　計　　）

第１款 千円 千円 千円

　第１項 千円 千円 千円

　第２項 千円 千円 千円

第１款 千円 千円 千円

　第１項 千円 千円 千円

（資本的収入及び支出）

第３条　予算第４条本文括弧書中「不足する額２４７，９５２千円」を「不足する額２５２，９５２千円」に、

　「当年度分損益勘定留保資金２４７，９５２千円」を「過年度分損益勘定留保資金３０，４２６千円及び

　当年度分損益勘定留保資金２２２，５２６千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（　　計　　）

第１款 千円 千円 千円

　第１項 千円 千円 千円

（他会計からの補助金）

第４条　予算第８条中「３６２，６６８千円」を「３６２，９６８千円」に改める。

令和５年度珠洲市下水道事業会計補正予算（第２号）

（ 科 目 ） （既決予定額） （補正予定額）

収 入

下 水 道 事 業 収 益 ８０３,２３１ ３,６００ ８０６,８３１

営 業 収 益 １９５,０９４ ３,３００ １９８,３９４

営 業 外 収 益 ６０８,１３７ ３００ ６０８,４３７

支 出

下 水 道 事 業 費 用 ８０３,２３１ ３,６００ ８０６,８３１

（ 科 目 ） （既決予定額） （補正予定額）

営 業 費 用 ７４８,５１５ ３,６００ ７５２,１１５

９６０,４６４

支 出

資 本 的 支 出 ９５５,４６４ ５,０００

建 設 改 良 費 ４０９,６５６ ５,０００ ４１４,６５６

令和５年９月５日提出

珠洲市長 泉 谷 満 寿 裕

－ 13 －


